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山 形 森 林 管 理 署  
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小沼
お ぬ ま

治山事業所の開設について（お知らせ） 

 

令和８年４月から、山形県西川町の民有林において、『上小沼地区直轄地す

べり防止事業』に着手しました。本事業の実施に当たって、山形森林管理署内

に上小沼治山事業所を開設しました。 

 

１ 開設日 

令和８年４月８日 

 

２ 所在地 

山形県寒河江市元町一丁目17番地の２ 

 

３ 添付資料 

（1） プレスリリース 

（2） 上小沼治山事業所 開設のお知らせ 

（3） 上小沼地区直轄地すべり防止事業の着工に伴うご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
お問合せ先 

 

林野庁 東北森林管理局 山形森林管理署  

上小沼治山事業所 

担当者：次長 

電 話：0237-86-3161 

プ レ ス リ リ ー ス 



林野庁東北森林管理局 上小沼地区直轄地すべり防止事業
かみ お ぬま

上小沼治山事業所 開設のお知らせ
東北森林管理局 山形森林管理署では、令和８年４月より山形県西川町水沢地内
で『上小沼地区直轄地すべり防止事業』を実施します。
このたび、当事業を実行するに当たって、令和８年４月8日、新たに“上小沼治山事
業所” を当森林管理署内に開設いたしました。

記

１ 開 設 日 令和８年４月8日

２ 名 称 上小沼治山事業所 （かみおぬま ちさんじぎょうしょ）

３ 所 在 地 山形県寒河江市元町一丁目１７番地の２

４ 電話番号 ０５０-3160-5850（インターネット電話）
0237-86-3161 （NTT一般回線）

５ 事業概要 東北森林管理局ホームページリンク

当事業所では、地すべりを防止す
るための工事や調査を実行します。
また、事業を円滑に実施するため、
関係機関との調整等を行います。

地すべり防止事業は、完了まで
長い歳月がかかります。

事業期間中はご不便をおかけす
る場合があるかもしれませんが、
円滑に事業が進められるようご理
解とご協力をよろしくお願いいたし
ます。

令和８年４月８日 上小沼治山事業所開設

https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/attach/pdf/index-163.pdf


林野庁東北森林管理局 上小沼地区直轄地すべり防止事業
かみ お ぬま

令和８年４月27日 山形県村山総合支庁

上小沼地区直轄地すべり防止事業の着工に伴うご挨拶

令和８年４月８日に上小沼地区直轄地すべり防止事業を着工したことから、関係機
関に対し、事業担当者による挨拶を下記のとおり行いました。
関係各位の皆様には、今後とも変わらぬご支援を賜りますようよろしくお願い申し上
げます。

記

１ 実施月日 令和８年４月２７日～28日

２ 訪 問 先 ①山形県庁
②山形県村山総合支庁
③西川町
④西川町総合開発株式会社

令和８年４月28日 西川町

令和８年４月28日 西川町総合開発株式会社 令和８年４月28日 山形県庁

お問合せ
林野庁 東北森林管理局 山形森林管理署
〒991-0053 山形県寒河江市元町一丁目17-2
TEL   0237-86-3161
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